
資料１６ 
ジョンソン基地跡地利用計画審議会ワーキングチーム設置要領   （設置） 

第１条 ジョンソン基地跡地利用計画（以下「利用計画」という。）の見直しに係る内容
を検討するため、ジョンソン基地跡地利用計画審議会ワーキングチーム（以下「ワー

キングチーム」という。）を置く。  （組織） 
第２条 ワーキングチームは、指名されたジョンソン基地跡地利用計画審議会委員及び
市関係部課職員をもって組織する。  （会長） 

第３条 ワーキングチームに会長を置き、メンバーの互選により定める。  
２ 会長は、会務を総理し、ワーキングチームを代表する。 
３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名するメンバーが、その職務を代理
する。  （会議） 

第４条 会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。  （関係者の出席） 
第５条 会長が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことが
できる。  （庶務） 

第６条 ワーキングチームの庶務は、企画部企画課において処理する。  （雑則） 
第７条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。     附 則 
１ この要領は、令和４年４月１３日から施行する。 
２ この要領は、令和６年４月１２日限り、その効力を失う。  


